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【資料構成】

議件１．佐渡市脱炭素先行地域 変更の計画について

その他．報告

項目①：計画の変更内容の概要（P2～P3）

項目②：佐渡市木質バイオマス発電設備の整備計画（案）（P4~P6）

項目③：佐渡市循環型電力供給体系（案）（P7～P8）

概要 1

【本会議で議論いただきたい事項】

✓ 脱炭素先行地域の計画変更内容に関する意見交換

✓ 佐渡市木質バイオマス発電設備の整備計画に関する意見交換

✓ 佐渡市循環型電力供給体制に関する意見交換



計画の主な変更点

１．計画の変更内容の概要(1) 2

⚫ 木質バイオマス発電設備容量の増加（変更前：380kW → 変更後：657kW）

⚫ オフサイト太陽光発電設備容量の増加（変更前：2,000kw → 変更後：3,500kW）

⚫ オンサイト太陽光発電設備容量の減少※ （変更前：7,313kW → 変更後：4,565kW）

※公共施設の統廃合や木造建築での強度不足等の理由によるもの

その他変更点

⚫ 需要家の入替・追加（変更前：125施設 → 変更後：126施設）

⚫ 蓄電池容量の減少（変更前：13,720kwh → 変更後：12,253kWh）※

※蓄電池容量が減少しても、木質バイオマス発電設備容量の増加によりレジリエンス機能は担保

⚫ 省エネ設備導入による電力削減量の増加

（変更前：36施設・省エネ量1,472MWh → 変更後：50施設・省エネ量2,334MWh）

等

計画変更の理由と狙い

⚫ オンサイト太陽光発電設備の減少分を補うため、木質バイオマス発電やオフサイト太陽光発電の設備容
量を拡大（新なオフサイト太陽光発電設備の設置場所として市遊休地を確保。木質バイオマス発電設
備の設置場所は当初計画施設で対応）

⚫ 計画変更の狙いは、木質バイオマス発電による電力安定供給への貢献。オフサイト太陽光等も含めた一
体的な再エネ電力の供給に向けて、後述する地域新電力設立に向けた関係者調整を一部進めている



再エネ発電設備の変更内容

１．計画の変更内容の概要(2) 3

計画変更による再エネ発電量への影響はない



①エネルギーの島内循環（島外に流失しているエネルギー資金を、島内に循環させる）

②農林業（1次産業）の活性化、木材循環体制の構築による波及効果

③地域電力会社の設立に向けた安定電源の確保

【効果】島外エネルギー資源流出額の削減

防災・減災機能強化

自然環境の保全

脱炭素・持続可能社会の推進

農業振興（林業・観光など）

【木材循環体制の構築による波及項目※P4/P5に詳細】

【木質バイオマス発電設備の整備効果】

２．佐渡市木質バイオマス発電設備の整備計画（案）(1) 4

【事業スケジュール（予定）】

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

計画

変更

発注

手続
バイオマス設備工事 各種申請・検査・運用開始

住民説明会 事業者決定

【設備概要】 設備容量 657kW 想定発電量 4,928MWh/年

設置場所 島内公共施設 燃料材 島内産木材を使用

エネルギー 発電・廃熱利用 付帯設備 ペレット/チップ工場

流出



林業循環体制の構築による林業活性化で維持・促進される森林機能⑴

２．佐渡市木質バイオマス発電設備の整備計画（案）(2) 5

市政の基本理念・重点施策と調和した森林整備の方向性（イメージ）

森林の地球環境保全機能・水源涵養機能・

土壌保全機能の維持増進

（二酸化炭素の吸収、カーボンニュートラルで

再生可能な資源など）

佐渡産木材の利用、木質バイオマスエネルギー利用、

適切な再造林・天然更新や早生樹植林などの推進

資源循環利用の森

脱炭素・持続可能社会の推進

森林の物質生産機能、保護・レクリエーション機能、

文化機能の維持増進

（木材・特用林産物の精算、行楽・スポーツの場、美し

い景観、森林環境教育や体験学習の場、など）

佐渡産材の利用、アテビ林業の振興、乾しいたけ、山菜等

の生産振興、３G周辺の森林景観向上、森林空間の多

様な利用、森育、木育企業研修に活用、林福連携、など

持続可能な稼げる森

農業振興（林業・観光など）

防災・減災機能の強化

森林の土砂災害防止機能、快適環境形成機能

の維持増進

（土砂崩壊防止、防風、ヒートアイランド現象の

緩和など）

各種保安林や重要インフラ周辺森林の適正管理、

管理放棄の人工林や竹林の整備など

災害に強い森

森林の生物多様性保全機能、水源涵養機能、

土壌保全機能の維持増進

（野生動植物の生息・生育の場、河川流量の

平準化、水質浄化など）

国定公園特別地域内の森林保全、生活用水・

農業用水の水源林整備、漁場保全の森づくりなど

水と生きものを育む共生の森

自然環境の保全



①生物多様性保全

②地球環境保全

林業循環体制の構築による林業活性化で維持・促進される森林機能⑵

③土砂災害防止機能/土壌保全機能

⑥保険・レクリエーション機能

⑤快適環境形成機能

④水源涵養機能

⑧物質生産機能

⑦文化機能

〇遺伝子保全 〇生物・植物・動物種保全 〇生態系保全

〇地球温暖化の緩和（二酸化炭素吸収/化石燃料代替エネルギー） 〇地球気候巣システム安定化

〇表面浸食防止 〇表層崩壊防止

〇その他土砂災害防止（落石防止/土石流発生防止・停止促進）

〇土砂流出防止

〇土壌保全（森林の生産力保持）

〇その他自然災害防止（雪崩防止/暴風・防雪・防潮防止）

〇洪水緩和 〇水量調節〇水資源貯留 〇水質浄化

〇気候緩和（大気浄化・塵埃吸着・汚染物質吸収・環境形成・騒音防止・快適性）

〇工芸材料

〇療養 〇レクリエーション〇保護・休養・散策・森林浴

〇景観

〇観賞用植物

〇学習・教育 〇宗教・祭礼〇芸術 〇伝統文化 〇地域の多様性維持

〇木材（燃料材・建築材・木製品原料・パルプ原料）〇食料 〇肥料 〇薬品その他工業原料 〇緑化材料

２．佐渡市木質バイオマス発電設備の整備計画（案）(3) 6



地域電力会社構想【課題と対応の方向性】

３．佐渡市循環型電力供給体系（案）(1) 7

島内への再エネ電源供給の課題

⚫ オフサイト太陽光の事業採算性の確保

オフサイト太陽光発電事業単体では、事業採算性の確保が困難

⚫ 再エネの安定電源の確保

太陽光発電は夜間には発電せず、天候にも左右されるため、再エネによる安定的な電力供給が必要

⚫ 調整電源の確保

電力需要に追従するため、再エネ電源以外に、調整用電源の確保が必要

対応の方向性

⚫ 設立を目指す地域新電力に組み入れる再エネ電源として太陽光発電や木質バイオマス発電等の再エネ電

力を集め、需要家に合算単価で売電（買電単価の安い太陽光発電と単価の高い木質バイオマス発電の単

価を合算し、売電単価を平準化）。また、市が管理する多くの公共施設が地域新電力から電力を購入し、

地域新電力の採算性確保に貢献

⚫ 地域新電力が購入する再エネ電源として木質バイオマス発電を加え、再エネ電源の安定供給を確保

⚫ 島内で発電事業を営む発電会社を地域新電力の構成員に組み入れ、再エネ不足時の調整電源を確保

➡再エネ発電事業者や島内の発電会社が地域新電力の構成員となり、電力を安定的に需要家に

提供する枠組みづくりを進める必要がある



（電力売電）

佐渡市地域電力会社
⑴木質バイオマス誘致事業者

⑵太陽光発電事業者（PPA オンサイト・オフサイト事業者）

⑶佐和田発電事業者

創エネ電力 創エネ電力

太陽光発電(オフサイト)

木質バイオマス発電

集める 集める

東北電力送電線による託送

☑余った電気

（実証実験）

☑木を伐採・生産増

J－クレジット販売

３５００ｋｗ

５００～１０００ｋｗ

（Co2削減量売却）

⑷脱炭素推進会議メンバー（地域電力設賛同者）

その他

【排熱利用】

□木材乾燥

□汚泥乾燥

□温室栽培

新庁舎・避難所で水素活用
収益

将来的に

防災力強化（送電線切断時）

木材伐採 再造林風力（海）

小水力

（地域電力会社と電力供給契約）

●１００％創エネ電力で施設運用

●１００％島内資源による電気

佐渡市（市有施設）で購入

一部収益

PPA事業

企業誘致事業

☑植樹
☑水素生成など

委託・連携

＋

佐渡市 ➡

➡

連 携

地域連携

地域電力会社構想【全体像】

３．佐渡市循環型電力供給体系（案）(2) 8


